
進展する賃金コスト削減 
 

迫られる賃金コスト削減 
企業がゴーイング・コンサーン（継続企業）
として存続する前提は、利益を上げキャッシュ・
フローを作り出せるかにかかっている。 
しかし、戦後例を見ないデフレーションの進
行と対外競争力の低下のもとで、日本企業は製

造企業を中心に近年、膨大な赤字を計上し経営
体力を著しく消耗させた。実質的な資本の厚み
は細り、株価や地価の下落に伴って、経営の支
えとなってきた含み益は底を尽いている。 
上場・公開されている一般事業会社（3410 社）
中、前期決算で経常赤字となったのが、570 社
余り。そのうち、255 社が売上高に対し▲4％以
上の経常損失を計上した。 
日経平均株価の構成銘柄（銀行証券と持株会
社を除く 206 社）でも、2001 年度決算では 22 社
が経常赤字であった。また、95 年度～01 年度の
6 期間で、自己資本比率が低下した銘柄は 78 銘
柄にのぼる（図 1）。 
このように、低下した収益体質を建て直し、
着実に利益を出す体質に転換するためには、売
れるモノ・サービス、売れる売り場を作ってい
くことは勿論だが、それとともにコスト削減も
避けて通れない課題である。 
そこでは人件費も聖域では無くなっている。
生き残りを賭けた体質強化のために、賃金コス
ト削減の取り組みは、どのように進められてい
るであろうか。 

97 年をピークに賃金は減少傾向 
労働者1人当たりの現金給与額は1997年をピー
クに減少傾向にある（図 2）。 
この要因については、賞与（表 1 の「特別に支
払われた給与」）カットの影響が大きい。98 年
以降、4 年連続の減少が続いている。この結果、

企業が社員に支払う現金給与総額（基本給等の
所定内給与、残業手当などの所定外給与と賞与
などの総額）のうち、賞与の占める割合は 1990
年には 23.7％であったのが、バブル経済崩壊後
の 1993 年から低下傾向に転じ、2001 年には
22.0％にまで低下してきた（厚生労働省「毎月
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勤労統計（従業員 30 人以上の事業所）」）。 
また、残業手当を中心とする所定外給与も景
気変動に合わせて増減している。 
これに対して、基本給部分である所定内給与
の変動は小幅に止まっている。基本給に比べ、
時間外給与や賞与は景気や業績に対応して減少
させることが容易であることから、先ずはその
調整を通じて、賃金コストの削減に努めてきた
ことがうかがわれる（表 1）。 
 
所定内給与減少データの中身 
しかし、基本給を中心とする所定内給与も、
景気の急激な悪化と企業の経営改革の進捗に伴

い、2001 年 7 月から 12 ヶ月連続して前年同月比
マイナスとなっている。 
この所定内給与の前年比減少データの中身を、
正社員層である一般労働者とパートタイム労働
者別の所定内給与の増減率、およびパートタイ
ム労働者が全労働者に占める割合に分けて分析
すると、企業の取っている雇用・賃金政策の状
況がより明らかになる（図 3）。 
所定内賃金の減少の要因分解において、パー

トタイム労働者比率の上昇による寄与分が大き
いが、それはパートタイム労働者の時給の低さ
に基づく。 
正職員にあたる一般労働者の時給は、パート

タイム労働者の平均時給の約 2 倍に相当する
（表 2）。 
この時間当り賃金の較差から、正社員からパー

トタイム労働者に代替し、その雇用比率を上げ
れば、全体的な 1 人当たり所定内給与の減少に
作用する。 
パートタイム労働者比率は、1997 年には 15.6 
％であったものが、2001 年には 21.0％へ、4 年
間で＋5.4％ポイントも増加している。このよ
うに企業は、パートタイム労働者を活用するこ
とで、人件費を抑えてきた。 
しかし、それだけでなく、企業は基本給であ

る所定内給与そのもののカットにも踏み込んで
いる。2001 年からはパートタイム労働者の所定

�� �������	
��
������

��������	
��������������
��������� !"#$%&'()*+$,-./

01#$�2

3456�#7.#$ ����
� !"
#$

89:#
$

89;#
$

<''=

<''>

<''?

<''@

<'''

A(((

A((<

<B<

<B<

<B>

C<BD

C<BD

(B=

C<B<

<B=

<BE

<BD

C(BD

(

<B<

C(B@

<BE

<BA

<B<

(BA

C(B<

(B@

C(BE

DB?

=

DB=

C?B<

<B=

EB=

CEB<

C(BE

(B<

AB?

C=

C=B@

C<B<

CAB'

�� ����� �������
� !"�#$�

%&'()
AB((

<B((

(B((

C<B((

CAB((

CDB((

�)�

<''?FA((( A((<B(< A((<B(= A((<B(' A((AB(< A((AB(=

��������	
�����GH�IJ������

����KL89:#$�MNOPQ��RSTUVQWX��RUYQZ[\]^_��R`a7�

bLZ[\]^_��R%c�d

��e�A((Af��ghij8%klmN*n !6oJUp[]%qrs*t"!6uvuwxs*-.

fyz[{ �yz[{

|}~�Q��%��I./

����������������<C����<C�C�����A����������������������A��

�������������������C��C����������A�

Z[\]^_d��$

�[�]^_��R%#$%�$

WX��R%#$%�$

89:#$�fd



金融市場9月号 

 8

 

内給与の減少、さらに同年 9
月からは一般労働者の所定内
給与の減少が、全体の所定内
給与の削減を進展させている。 
産業別に、以上の所定内給
与の減少動向を見てみよう。
産業別に見ても、パートタイ
ム労働者の比率を高めること
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で、人件費を抑制している様子が見られる。 
しかし、製造業においては、パートタイム労

働者比率上昇が鈍化してきている。これは、企
業が工場の閉鎖などにより雇用削減を進める中、
一般労働者数と同様パートタイム労働者数も減
らしているためであろう。2002 年からは、一般
労働者の賃下げが所定内給与減少の主因になっ
ている。 
それに対し、卸売・小売業は、1 人当たりの

給与減額の主要因は、未だ、パートタイム労働
者の比率の上昇である。しかし、2001 年後半か
らはパートタイム労働者給与、2002 年に入って
からは一般労働者給与が減少していることは注
目される。 
サービス業においても、パート
タイム労働者の比率の上昇が大き
く影響している。サービス産業の
一般労働者の所定内給与は高止ま
りしているが、パートタイム労働
者の雇用比率を上げることによっ
て、所定内給与を抑えていると思
われる。 
 
年功賃金の変化 
年齢が増す加齢とともに、賃金

が上がる傾向＝年功効果は、欧米
企業でも事務系労働者を中心に存
在しており、必ずしも日本に固有
の制度では無い。 
ただし、欧米では 30 歳代で年功効果による賃
金上昇が頭を打つと言われるのに対し、日本で
は長期勤続者を中心に加齢とともに 50 歳代まで
賃金が上昇する傾向がある。 
加齢と賃金変化の関係を描いたカーブを、
「年齢・賃金プロファイル」というが、全労働
者計で見ると、2000 年には、20～24 歳層の平均
賃金を 1 とした場合、45～49 歳層は 1.87 倍、50
～54 歳層は 1.94 倍と 2 倍近い賃金を得ている。 
このように、欧米に比べて、中高齢層が若年

層に比べてより高い水準の賃金処遇を受けるこ
とを捉えて、「年功賃金」制度と言うならば、
それは「終身雇用」と相まって日本的雇用慣行
の特徴であった。 
年功（年齢・勤続年数）の賃金増加に及ぼす

効果は、80 年代以降、徐々に低下してきたと言
われるが、90 年台後半からは、事務系労働者を
中心に「年齢・賃金プロファイル」のカーブが・

フラットニングが進展しており、若年層と高年
齢層の賃金較差が縮小している（図 7）。 
事務系労働者について、年齢階層別に見ると、
96 年～2001 年の間、40 歳台前半までの較差縮小
率が▲1％前後にとどまっていたのに対し、45
～49 歳層では▲3％、50～54 歳層では▲4％と較
差縮小率が大きい。 
高い年齢階層の賃金が抑えられた結果、若年

および中堅層との賃金較差は、90年代後半以降、
96 年をピークに縮小傾向をたどっている。 
後述の能力・成果給の導入とも関係するが、

企業は賃金と成果の関係に対して厳しい姿勢を
打ち出している。年齢と勤続年数に基礎を置く
従来の年功賃金制度は変化の時期を迎えつつある。 

増す成果考課査定の割合 
年功賃金制度の変化は、成果・能力給の導入

企業が増えていることが大きな要因のひとつで
ある。企業は、業績や成果に応じて賞与や基本
給に較差をつけ、従業員の労働インセンティブ
を促そうとしている。 
2002 年夏の賞与では、個人の能力や業績でボー
ナスに較差をつける企業は前年比 2.8％ポイン
ト増加の 75.5％となり、企業全体の 4分の 3を占
めるまでになった（日本経済新聞社「夏のボー
ナス調査（上場企業と有力非上場企業1076社）」。 
また業績を反映させる企業が増えているだけ
ではなく、賞与支給額の中で、成果や能力に応
じて決める金額割合も年々上昇している。90 年
夏季と 2001 年夏季の賞与を比較すると、成果や
能力に応じて決める考課査定分の賞与支給額に
占める割合は、15.4％から 23.8％へ上昇してい
る。一方、勤続年数や年齢などに応じて決める
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定率・定額分の割合は 81.9％から 74.4％へ
低下した（図 8、旧日経連「平成 13 年夏季・
冬季賞与・一時金調査結果（旧日経連常
任理事など 1757 社）」）。 
業績成果や能力に応じて賞与を決める
割合が高まっているため、同期入社の社
員同士の賞与較差は拡大傾向にある。同
期入社で較差は 30％程度までという企業
は、2002 年夏の賞与で 64.4％と前年比 2.6 
％ポイント減少したのに対し、50～90％
の較差をつけるという企業は前年比 1.6％
ポイント増加の 27.8％、2 倍以上の較差を
つけるという企業も 1.0％ポイント増加の
7.8％にのぼった。過半数の企業が今後も
個人間の賞与較差は広がると回答しており、今
後さらに拡大することが予想される（日本経済
新聞社 前出調査）。 
業績成果や能力を反映させるという仕組みは、
基本給にも浸透してきている。 
職務遂行能力を考慮して一般従業員の基本給
を決めるという企業は、98 年の 69.2％から 01 年
には 77.3％へ増加、業績や成果を考慮して決め
るという企業も55.3％から62.3％へ増加している。 
また約 3分の 2の企業が、過去 5年間に一般従
業員の基本給を決める要素として、業績・成果
や職務遂行能力のウエイトを上げているのに対
し、約 3分の 1の企業が年齢と勤続年数、学歴の
ウエイトを下げている。“実力主義”の傾向が
ますます強くなっているといえよう（図 9、厚
生労働省「就労条件総合調査」）。 
 
経営成果をどう配分するか 
以上のような形で、企業はパートタイム労働
者の活用など雇用形態を見直しや、賃金政策の

変更を通じて、賃金コストを抑えるとともに、賃
金の費用対効果・コストパフォーマンスを上げよ
うとしている。 
確かに、売上高・人件費率は全産業ベースで
約 14％、製造業平均で 16％強にすぎない。人件
費から福利費や役員報酬を控除した給与費の売
上に占める比率は、全産業で 10％強、製造業平
均で 12％台半ばである。この比率から見て、賃
金コスト削減が収益体質強化の万能薬ではない
ことは明らかである。 
また、海外との賃金較差は、製造業平均賃金

ベースで日本を 100％とした場合（2000 年調査
で為替換算レートは 2000 年平均レート）、中国
全土平均は約 2％強、上海で 5％弱である。韓国
でも約 36％（以上、当総研試算）であり、その
較差は極めて大きい。その賃金コスト差を埋め
るのは不可能と言っていいだろう（図 10）。 
また、企業の給与費は、2001 年 7～9 月期から
3 四半期連続で総額ベース、従業員一人当りベー
スでともに前年同期比減少してきた。しかし、
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給与費は減少しているにもかかわら
ず、売上減少によって、売上高・給
与費比率は2000年10～12月期以降反
転・上昇を余儀なくされている（図
11）。 
これまでに進められて来た賃金コ
スト削減は、長期的・本来的な収益
性の向上や競争力強化に果たす効果
は思われているほどでなく、デフレ－
ションの進行と景気後退の悪化に追
い付いていないのが現状である。 
しかし、コンマ％以下での改善の
積み重ねなくして、企業全体の収益
体質強化は無い。競合が激しい分野
から、高付加価値分野の製品・サービスへのシ
フトを進めるなどの経営努力とともに、当面は、
前述のような 90 年代後半からおこなわれてきた
雇用と賃金の見直しが継続されていくだろう。 
パートタイム労働者ないし臨時雇用者の相対
的に低い賃金の雇用者比率を高め、高年齢層の
賃金を抑制し、同一年齢層の賃金格差を業績・
成果評価に応じて高める雇用・賃金政策がその
中心をなすと思われる。 
しかし、中期的に表立った形で経営成果が上

がらない状況が続き、賃金コスト削減を止めど
無く進めるならば、従業員の労働インセンティ
ブを後退させるリスクを高めるだろう。 
経営にとって、雇用・賃金政策の見直しは諸

刃の剣である。 
インセンティブを促すために完全能力・成果
給を導入しても、短期的な成果を達成すること

に追われて企業全体の業績を向上させることに
はつながらないとして、業務遂行の過程なども
加味して評価するというように変更する企業も
現われてきている。 
従業員への労働報酬の支払分の割合である労
働分配率は、中長期的に低下していくと思われ
るが、賃金コスト削減を含む競争力向上の中で
得られた経営成果を、労働インセンティブをよ
り高める形で配分することが、重要である。職
能のきめ細かい設定と評価によって賃金決定の
透明性を高めるとともに、経営成果の配分を柔
軟に変化させることが可能で労働インセンティ
ブがより高い形で機能させることができる組織
体制づくり＝分社ないし分社的経営の推進が一
つの方向として、考えられるだろう。 

（国内経済金融班：渡部、名倉、田口） 
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